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2019年７月 19日 

各 位 

                              

会 社 名  ピクスタ株式会社 

代表者名  代表取締役社長 古俣 大介 

  （コード：3416、東証マザーズ） 

問合せ先  取締役コーポレート本部長 恩田 茂穂 

  （TEL．03-5774-2692） 

 

 

新株予約権（有償ストック・オプション）の無償取得及び消却に関するお知らせ 

 

 

当社は、本日開催の取締役会において、2016年２月12日公表の「募集新株予約権（有償ストッ

ク・オプション）の発行に関するお知らせ」及び2016年３月２日公表の「募集新株予約権（有償

ストック・オプション）の発行内容確定に関するお知らせ」の通り発行した第12回新株予約権が

行使条件を満たさなくなったため、残存する当該新株予約権の全部を無償で取得し、これを消却

することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

 

1. 取得及び消却する新株予約権の内容 

（１） 残存する新株予約権の数 260個 

（２） 
新株予約権の目的となる 

株 式 の 種 類 お よ び 数 
普通株式 26,000株 

（３） 新株予約権の割当対象者 当社取締役及び当社従業員 

（４） 新株予約権の権利行使価額 １株当たり1,675円 

（５） 取得する新株予約権の数 260個 

（６） 新 株 予 約 権 の 取 得 価 額 無償 

（７） 消却する新株予約権の数 260個 

 

2. 新株予約権の取得及び消却の理由 

 当該新株予約権の発行要項に記載する行使条件（以下に抜粋）を満たさなくなったため、当社

が、当該新株予約権の取得条項に基づき、残存する当該新株予約権の全部を無償で取得し消却す

るものであります。 
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＜当該新株予約権の行使条件の一部抜粋＞ 

本新株予約権者は、平成28年12月期から平成30年12月期までのいずれかの期におけるのれん

償却前営業利益（営業利益にのれん償却額を加算した額をいい、以下同様とする。）が下記

（a）乃至（b）に掲げる条件を満たしている場合、各新株予約権者に割り当てられた本新株

予約権のうち、下記（a）乃至（b）に掲げる割合（以下、「行使可能割合」という。）の個

数を限度として行使することができる。 

（a）のれん償却前営業利益の合計額が300百万円を超過した場合: 行使可能割合:50％ 

（b）のれん償却前営業利益の合計額が500百万円を超過した場合: 行使可能割合:100％ 

 

3. 新株予約権の消却日（予定） 

2019年８月５日 

 

4. 今後の見通し 

本件による当社の業績に与える影響は軽微であります。 

 

 

以 上 


